
電話

（第 1 章）

（第 7 節）

（第　 3

救急救命士・救急隊員養成研修事業事務事業名

2,503,000円

138,000円

0

【事業費の推移】

人 　件 　費
（概算）

区　　　　分

40人／1,600件

69,000円

0

35人／1,580件

0

0

2

0

35件／1,580件

0

指　　　　　標　　　　　値

1 2

１４年度（決算）

0

１６年度（目標）

28人／1,493件

2

0

1

24件／1,544件 28件／1,493件

0

2,503,787円

0

2,476,254円

184,320円

24人／1,544件

1

0

1

指　　　標(算式）
１３年度 １４年度

1

１５年度（目標）

00 2

救急Ⅱ課程研修者数

成果指標
救急標準課程修了者数

救急救命士養合格者数

特定行為件数

（目的の達成度
を測るものさし）

救急Ⅱ課程修了者数

救急Ⅱ課程養成経費

（主要活動単位当
たりコスト）

救急標準課程養成経費

救急救命士養成経費

指　　　標

活動指標

（事務事業の活
動量や実績）

救急救命士研修者数

心肺停止患者数/出動件数

救急標準課程研修者数

効率指標

地方債

369

9,235

0.04

9,000

一般財源

①合　計

②人　数（年間）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③

　総　事　業　費 ①＋④

直接事業費

360

救急隊員（救急救命士含む）
市民及び市への訪問者

　災害現場における傷病者の救護にあたる救急隊員を養成するとともに、救急隊員の知識・技術
の向上及び救急救命士を養成する。

上位施策との関連
（総合計画での位置
付け）

施策）

章 安全で安心できるまち

　　　平成１５年度事務事業評価調書（継続用）　　　　北広島市別紙１

Ｈ３

整理番号 47-2 作成部署 消防本部 ３７３－３１００

課長職名

１５年度（予算） １６年度（予定）

その他特財

２　実　施　（ドゥ）

国支出金

道支出金

（単位：千円）

１３年度（決算）

0.04

2,569

2,569 2,688 138 2,571

2,688

0.04

2,571

0.04

9,000

138

360

2,9313,048

1

92,690円

1

40件／1,600件

2,938

1

髙 井 勝 彦 作成日 平成１５年７月

救急救命士法（Ｈ３）、北広島市救急業務実施規程、北広島市救急救命士活動規程
救急救命士法施行規則第２１条（第１項第１号削除）の改正

498

9,000

360

事務区分 部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 髙 橋 勝 敏

根拠法令等
　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

１　計　画　（プラン）

　救急救命士法施行により、救急隊員の技術の高度化が図られ、救急救命士の資格を取得するには、救急Ⅱ課程及び標準
課程の修了が第一条件となっており、平成３年度から教育研修を開始する。

事務事業開始のきっ
かけ（導入当初の目
的等）

　目　　　的
(ここから成果指
標を導きます）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

節
施策

防災と消防

消防・救急活動の強化

　手　　　段
(ここから活動指
標を導きます）

　　　　Ｈ１４　　　　　　 　　　〃　　　　２ 人　　　　　　　〃　　　　　０ 人　　　　　〃　　　　 １人

救急標準課程　　　２名　（札幌市消防学校）

救急養成研修修了者　（北海道又は札幌市消防学校）　　　　　（救命士は、国家試験合格者）

　　　　Ｈ３～Ｈ１１　　　救急２課程　１９人　　　救急標準課程　１８人　　　救急救命士　６人

　　　　Ｈ１２　　　　　　 　　　〃　　　　２ 人　　　　　　　〃　　　　　０ 人　　　　　〃　　　　 ２人

　　　　Ｈ１３　　　　　　 　　　〃　　　　１ 人　　　　　　　〃　　　　　０ 人　　　　　〃　　　　 １人

15
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）

１4
年
度

まで



■十分効率的

事務事業を取り巻く社
会環境の変化や今後
の予測・他市町村の動
向等

　消防機関の行う救急業務は、傷病者に対するプレホスピタル・ケアの重要な一環として、今や市民生活でなくて
はならない行政サービスとなっており、全国どこでも、誰もが、同じように高度で、迅速で、献身的なサ－ビスを受
けられるよう、その充実と高度化が強く求められてる。平成１５年度には大曲出張所に高規格救急車を配備し運
用開始となった。近隣市においても充実強化が図られているところである。

項　　目

■改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

【手法は効率的
ですか。コスト
節減の方法はあ
りませんか】

□やや非効率

【受益者負担の適正化の余
地はありませんか】

□適切

【社会経済情勢や市民ニー
ズの変化などから、設定し
た対象や意図は妥当です
か】

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

手段の妥当性

効率性の評価

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

【現在の手段は適切です
か。他の手段や委託化など
の可能性はありませんか】

有効性の評価

【意図した成果
は上がっていま
すか】

【市が実施すべき事務事業
ですか。市民・企業等での
実施可能性はありません
か】
目的の妥当性

項　　目 判　定
【妥当性の評価と改善の方法等】

整理番号 47-2

４　総合判定と今後の方向性

判　　定

行政関与の妥当性 ■適切

□統合する(検討含む）

【２次評価】

【有効性と効率性の評価と改善の方法】

　判　　　　定

□あまり成果が上がっていない

□成果が上がっていない

■十分成果が上がっている

□概ね成果が上がっている

今後の方向性や改善方法など

□縮小する(検討含む）

□廃止・休止する(検討含む）

□終了

　判　　　　定

□見直しの上で継続する

■Ａ 　　　 □B    　　□C

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

□かなり非効率

□概ね効率的

【上記３の評価と改善
を踏まえ、今後の方向
性についての総合判定
と改善方法等を記入】

□拡大・重点化する

■現状のまま継続する

受益者負担の妥当性

【１次評価】

　受益者負担の余地はない。

【事務事業担当部局内優先度】

事務事業担当部局の
総合判定

　消防機関の行う救急業務は24時間対応が必要な業務であり、常に一定の人員を
配置しなければならず、救急隊員は交替制の勤務形態をとっていることから、警防救
助、救急隊の枠を超え、救急活動に対する相互理解を図るべく、消防職員全員が救
急隊員の資格を取得し、多数傷病者発生時等に対処できるような体制を図る。また、
救急救命士という資格的立場から、救急隊員としての人事の固定化が余儀なくされ
ているが計画的な救急救命士の増員により解消を図ると共に、専門学校等において
救急救命士学科を卒業し、救急救命士の資格を持った職員の採用を検討していく。

改善の方法

判定の説明や課題

今後の方向性等

　1次評価のとおり、今後計画的に救急救命士の増員を図っていく。
　なお、新規職員採用にあたっては、専門学校等において救急救命士学科
を卒業し、救急救命士の資格を持っているかどうかも考慮すべきと考える。

□統合する(検討含む）

□縮小する(検討含む）

□終了

□廃止・休止する(検討含む）

□見直しの上で継続する

□拡大・重点化する

■現状のまま継続する

行財政構造改革推
進本部の総合判定

３　評　価　（チェック）と改善（アクション）

■該当しない

判定の説明や課題

　救急II課程以上の資格取得養成及び救
急救命士の養成を計画的に実施する。

　研修経費のためコスト節減の方法はな
い。

□適切

■適切

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

　専門学校等において救急救命士学科を
卒業し、救急救命士の資格を持った職員
の採用を検討。

　傷病者の救命向上を図ることは、緊急の
課題であり、さらに、出張所に高規格救急
車が導入されることから救急隊員及び救急
救命士の養成が必要である。

改善の方法

　厳しい財政状況の中、救急高度化を図る
ことは、多大な財源を要することから、今後
の検討課題ではあるが、即時対応しなけれ
ばならない行政サービスであり、目的は適
切である。

　救急には、大きく分けて３つの種類の「資
格」があり、その資格により、隊員の実施で
きる応急処置の範囲が変わってくるが、救
急救命士養成に関しては、資格取得者採
用等の手段をとることは可能である。




